
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

北 海 道 男 女 平 等 参 画 情 報 誌 

イコール・パートナー 
Vol.73 

AV出演被害防止・救済法が施行されました 

●契約締結時には、契約書等を交付し、契約内容について説明する義務があります。 

●契約してから１か月は撮影してはいけないこと、撮影時には出演者の安全を確保

すること、撮影や嫌な行為は断ることができること、公表前に事前に撮影された

映像を確認できること、すべての撮影終了後から４か月は公表してはいけないこ

とを義務付けています。 

●撮影時に同意していても、公表から１年間（法の施行後２年間は「２年間」）は、

性別、年齢を問わず、無条件に契約を解除できます。 

●契約がないのに公表されている場合や、契約の取消・解除をした場合は、販売や

配信の停止などを請求することができます。 

TOPICS 

ＡＶ出演契約、やめることができます！ 

出演契約を無力化するルールが新しくできました！ 

●電話相談対応時間 月～金 １０：００～２０：００（祝日、年末年始除く） 

          ☎ 050-3786-0799（さくらこ) 又は 

☎ #8891（全国コールセンター・はやくワンストップ） 

※「さくらこ」の相談対応時間外の電話相談は、全国コールセンター（♯8891）に 

つながります。(通話料金がかかります。) 

 

●メール相談・LINE 相談 

右の QR コードからアクセスしてください。 

 

●面接相談（予約制） 

詳細については、ホームページ（https://sacrach.jp/） 

をご覧ください。 

ＬＩＮＥ相談 メール相談 

（令和４年６月２３日施行） 

性暴力被害者支援センター北海道（さくらこ）では 

ＡＶ出演被害に関する相談を受け付けています 

さくらこホームページ 

🌸「さくらこ」へのご相談方法🌸 
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女性の柔軟性のある社会参画へのきっかけとなることを目的としたイベントを開催しています。 

起業して間もない女性やコーディネーターから社会参画の実例を紹介するほか、多様な働き方や地域活

動の紹介ブースもあります。 

女性のためのまなび・体験・つながり交流会も開催いたします。ぜひご参加ください。 

～ まなび・体験・つながり HIROBA ～ 

まなび❋体験❋つながり HIROBA
毎月開催！ 

素敵な女性起業家など、ブースがたくさん！ 

学んで、体験して、つながって 

今日からの一歩にお役立てください！ 

 

※終了しました 

ご来場お待ちしています！ 

女性のための まなび❋体験❋つながり交流会



  令和４年度募集中！ 
北海道男女平等参画チャレンジ賞 

北海道男女平等参画チャレンジ賞とは 

贈呈式の様子（令和４年１月） 

８月１９日（金） 

会場：オホーツク木のプラザ（北見市泉町１丁目３－１８） 

時間：午後１時３０分から午後４時３０分まで 

（１人の相談時間は３０分）  

相談員：弁護士 大島由依（釧路弁護士会） 

 

 

問い合わせ・予約先 

北海道立女性プラザ

north.jp/2022/02/03 
北 見 市 

和田 順子さん  鈴木知事  野 祥子さん 

（知床ｽﾐﾚ・ｴｺﾌ゚ﾛｼｪ゙ｸﾄ会長） 

 

 

北海道在住・在勤、または主に道内で活動されている個人、団体・グループ 

〇 政策・方針決定過程に参画し、主導的な立場を担っている女性等、男女間での参画状況に差がある分野に 

挑戦して特に顕著な活躍をしている方 

〇 新たな分野に挑戦し、その領域を拓くなど、先駆的な活躍をしている方 

〇 子育てや介護等でいったん仕事を中断した後に、仕事に再チャレンジし、特に顕著な活躍をしている方 

〇 地域の発展に資する各種の実践的活動にチャレンジし、特に顕著な活躍をしている方 

〇 上記に掲げるような活動に積極的に支援を行い、男女平等参画社会の実現へ気運を高めている方 

 

※過去に本賞を受賞された方、本賞と同一の功績で国の表彰等を受けた方は対象になりませんが、 

本賞受賞に至らなかった方は引き続き募集の対象となります。 

★次のような方を募集しています★ 

無料法律相談 

８月２６日（金） 

会場：釧路市総合福祉センター（釧路市旭町１２番３号） 

時間：午後１時３０分から午後４時３０分まで 

（１人の相談時間は３０分）  

相談員：弁護士 内山淑惠（釧路弁護士会） 

 
 

011-251-6329 

釧 路 市 

予約制 

（good food, good life代表） 

旭 川 市 

帯広市北

見 市 

９月９日（金） 

９月２日（金） 

会場：帯広市民文化ホール（帯広市西５条南11丁目48-2） 

時間：午後１時３０分から午後４時３０分まで 

（１人の相談時間は３０分）  

相談員：弁護士 平井 智子（釧路弁護士会） 

 

 

会場：上川教育研修センター（旭川市６条通り４丁目） 

時間：午後１時３０分から午後４時３０分まで 

（１人の相談時間は３０分）  

相談員：弁護士 菅沼和歌子（旭川弁護士会） 

 

 

締切：令和４年 10月 5日（水）必着詳細はこちらから 



 

 

 

 

編集・発行／北海道環境生活部くらし安全局女性支援室 イコール・パートナー Vol.73 R4.８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒０６０－８５８８ 

札幌市中央区北３条西６丁目 

北海道環境生活部くらし安全局 

道民生活課女性支援室 

 

TEL ０１１－２０４－５２１７ 

FAX ０１１－２３２－８９７２ 

E-mail kansei.dousei4@pref.hokkaido.lg.jp 

 
 
苦情処理委員が、男女平等参画に関する苦情等の申
出を、公平・中立な立場に立って、処理します。 
 
苦情処理委員の処理とは？ 
・申出をされた方に、助言をします。 

・道の施策に対する苦情は、調査の上、道の機関に対し意見

を述べます。 

苦情処理委員に申し出ることができる苦情等は？ 
・男 女 平 等 参 画 に 関 す る 道 の 施 策 に つ い て の 苦 情 ｡  

・セクハラや女性への暴力など男女平等参画を阻害すると認

められるもの。 
 

👇 申出方法など詳細はこちら 👇 
 

男女平等参画苦情処理委員制度について 

（北海道庁ホームページ内） 

男 女 平 等 参 画 苦 情 処 理 委 員 制 度 「イコール・パートナー」を読んでの 

ご意見・ご感想をお聞かせください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ZOOM を使用したオンライン相談実施中！ 

北海道女性の活躍支援センターでは、結婚・育児・仕事・介護など、女性のライフステー

ジに応じた様々な相談を受け付けています。 

道内全域の女性が支援員と顔を合わせながらご相談できる機会を幅広く提供するため、

ZOOM を使用したオンライン相談を実施しています。 

遠方にお住まいである等、来所が難しい方でも、相談員と顔を合わせご相談できます。 

ぜひご相談ください！ 

こんな方におすすめです 

・パソコン、スマートフォン、タブレットをご使用できる方 

・オンラインミーティングアプリ「ZOOM」をご使用できる方 

・来所ではなく、ご自宅からのご相談をご希望の方 

・支援員と顔を合わせてのご相談をご希望の方 

お申し込み

はメールで！ 

 info@l-north.jp 

 

 利用時間 
○月・火・木・金 
10:00～16:00 

○水・土 
10:00～13:00 

○休館日 
日曜・祝日・年末年始 

※相談時間は、申込み後に調整して 

決定します。 

女性の活躍支援センター 


